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(57)【要約】
【課題】組織標本のコンタミネーション等を防止するこ
とができ、しかも病理診断までの処理を極めて迅速に行
うことができる生検診断用内視鏡を提供すること。
【解決手段】処置具挿通チャンネル３の入口近傍から分
岐する分岐路５の先端に診断用処理部１０を設けて、処
置具挿入口４から処置具挿通チャンネル３内と診断用処
理部１０内の一方に選択的に生検標本採取具５０を挿入
することができるようにすると共に、診断用処理部１０
に、その内部を拡大観察するための拡大観察手段１１を
設けた。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部の基端に操作部が連結されて、上記挿入部内に挿通配置された処置具挿通チャン
ネルの入口開口である処置具挿入口が上記操作部に設けられた生検診断用内視鏡において
、
　上記処置具挿通チャンネルの入口近傍から分岐する分岐路の先端に診断用処理部を設け
て、上記処置具挿入口から上記処置具挿通チャンネル内と上記診断用処理部内の一方に選
択的に生検標本採取具を挿入することができるようにすると共に、
　上記診断用処理部に、その内部を拡大観察するための拡大観察手段を設けたことを特徴
とする生検診断用内視鏡。
【請求項２】
　上記診断用処理部に、染色液を注入するための染色液注入部が設けられている請求項１
記載の生検診断用内視鏡。
【請求項３】
　上記染色液注入部が、上記診断用処理部の軸線周り方向に回転可能に設けられている請
求項２記載の生検診断用内視鏡。
【請求項４】
　上記拡大観察手段が、上記診断用処理部の軸線方向に移動可能に設けられている請求項
１ないし３のいずれかの項に記載の生検診断用内視鏡。
【請求項５】
　上記処置具挿入口が、上記処置具挿通チャンネル内方向に向かう生検処置用挿入口と、
上記分岐路方向に向かう診断処理用挿入口とを一つにつないで形成されている請求項１な
いし４のいずれかの項に記載の生検診断用内視鏡。
【請求項６】
　上記診断用処理部が上記操作部に対し着脱自在に設けられている請求項１ないし５のい
ずれかの項に記載の生検診断用内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は生検診断用内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡の多くは、挿入部内に処置具挿通チャンネルが挿通配置されており、挿入部の先
端に配置された処置具突出口から生検鉗子等のような生検標本採取具の先端を突出させて
、生体組織から組織標本を採取することができるようになっている。
【０００３】
　そのような内視鏡の処置具挿通チャンネルに通された生検標本採取具で組織標本が採取
されると、その生検標本採取具は処置具挿通チャンネルから引き抜かれる。そして、生検
標本採取具から取り出された組織標本に対し、固定、染色、観察用標本作成等の手間が加
えられて、顕微鏡観察による病理診断が行われる。
【０００４】
　しかし、そのような組織標本採取から病理診断までの処理の間に組織標本がいろいろな
容器等に移し替えられる等すると、組織標本へのコンタミネーションや逆に組織標本から
外部環境への汚染等が発生するおそれがある。
【０００５】
　そこで従来は、組織標本を収容するための標本収容容器を内視鏡の操作部に設けること
で、コンタミネーション等を防止する試みがされていた（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】ＷＯ２００６／０３８６３４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載された発明等のように、内視鏡の操作部に標本収容容器を設けて、そ
れを病理診断までの処理工程を通じて用いれば、組織標本へのコンタミネーションを相当
程度防止することができる。
【０００８】
　しかし、そのような構成を採用しても、病理診断を行うまでに数多くの手間がかかるこ
とには変わりがなく、時間的及び人的に余裕を持てない状態が継続されてしまう場合があ
る。
【０００９】
　本発明は、組織標本のコンタミネーション等を防止することができ、しかも病理診断ま
での処理を極めて迅速に行うことができる生検診断用内視鏡を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するため、本発明の生検診断用内視鏡は、挿入部の基端に操作部が連
結されて、挿入部内に挿通配置された処置具挿通チャンネルの入口開口である処置具挿入
口が操作部に設けられた生検診断用内視鏡において、処置具挿通チャンネルの入口近傍か
ら分岐する分岐路の先端に診断用処理部を設けて、処置具挿入口から処置具挿通チャンネ
ル内と診断用処理部内の一方に選択的に生検標本採取具を挿入することができるようにす
ると共に、診断用処理部に、その内部を拡大観察するための拡大観察手段を設けたもので
ある。
【００１１】
　なお、そのような診断用処理部に、染色液を注入するための染色液注入部が設けられて
いるとよく、染色液注入部が、診断用処理部の軸線周り方向に回転可能に設けられていて
もよい。
【００１２】
　また、拡大観察手段が、診断用処理部の軸線方向に移動可能に設けられていてもよく、
処置具挿入口が、処置具挿通チャンネル内方向に向かう生検処置用挿入口と、分岐路方向
に向かう診断処理用挿入口とを一つにつないで形成されていてもよい。そして、診断用処
理部が操作部に対し着脱自在に設けられていてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、組織標本を採取した生検標本採取具の先端を、処置具挿通チャンネル
の入口から引き出すことなく診断用処理部内に差し込むことで、組織標本のコンタミネー
ション等が防止される環境下において、組織採取から病理診断までの処理を極めて迅速に
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例に係る生検診断用内視鏡に設けられている処置具挿入口と診断用
処理部付近の側面断面図である。
【図２】本発明の実施例に係る生検診断用内視鏡の、図１におけるII－II断面図である。
【図３】本発明の実施例に係る生検診断用内視鏡の外観図である。
【図４】本発明の実施例に係る生検診断用内視鏡の動作説明図である。
【図５】本発明の実施例に係る生検診断用内視鏡の動作説明図である。
【図６】本発明の実施例に係る生検診断用内視鏡において、組織標本を診断用処理部内に
移す際の動作説明図である。
【図７】本発明の実施例に係る生検診断用内視鏡において、組織標本が染色される状態の
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動作説明図である。
【図８】本発明の実施例に係る生検診断用内視鏡において、組織標本が拡大観察される状
態の動作説明図である。
【図９】本発明の実施例に係る生検診断用内視鏡において、組織標本の病理診断が終了し
た後の状態の動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図３は生検診断用内視鏡の全体構成を略示しており、可撓性挿入部１の基端が操作部２
の下端に連結されている。
【００１６】
　可撓性挿入部１内に全長にわたって挿通配置された処置具挿通チャンネル３の出口開口
は可撓性挿入部１の先端に配置され、処置具挿通チャンネル３の入口開口である処置具挿
入口４は、操作部２の下端部付近に斜め上方に向けて突出配置されている。
【００１７】
　ただし、処置具挿通チャンネル３の入口近傍から分岐する分岐路５が操作部２内に設け
られていて、その分岐路５の先端に診断用処理部１０が設けられている。その結果、処置
具挿入口４から処置具挿通チャンネル３内と診断用処理部１０内の一方に選択的に生検標
本採取具を挿入することができる。
【００１８】
　診断用処理部１０には、その内部を拡大観察するための拡大観察手段１１と、外部から
診断用処理部１０内に染色液を注入するための染色液注入部１２とが設けられている。１
３は、拡大観察手段１１から延出する信号ケーブルである。
【００１９】
　図１は、そのような構成を備えた診断用処理部１０とその周辺部分を示しており、図２
はII－II断面図である。処置具挿入口４は、処置具挿通チャンネル３内方向に向かう生検
処置用挿入口４ｐと、分岐路５方向に向かう診断処理用挿入口４ｑとを一つにつないで、
開口縁部が長孔状をなす形状に形成され、処置具挿通チャンネル３と分岐路５との分岐部
は断面形状が略正円形状に形成されている。
【００２０】
　その結果、図４に示されるように、処置具挿入口４の生検処置用挿入口４ｐ側からその
内壁に沿って内視鏡用生検鉗子等のような生検標本採取具５０を挿入すると、その生検標
本採取具５０は処置具挿通チャンネル３内に導かれ、図５に示されるように、診断処理用
挿入口４ｑ側からその内壁に沿って挿入すると、生検標本採取具５０が分岐路５内から診
断用処理部１０内に導かれる。
【００２１】
　図１に戻って、診断用処理部１０は、先端側が塞がった略円筒状の支持枠体１０Ａを備
えている。支持枠体１０Ａは透明材で形成されていて、外部からその内部を照明したり内
部の様子を観察したりすることができる。ただし、支持枠体１０Ａ内に照明手段を設けて
、支持枠体１０Ａを不透明材で形成してもよい。
【００２２】
　分岐路５の先端部分は、操作部２から処置具挿入口４の逆側に突出する円筒状に形成さ
れていて、その部分に支持枠体１０Ａが矢印Ｒで示されるように軸線周り方向に回転自在
に、かつ矢印Ｌで示されるように軸線方向に移動自在に嵌合している。
【００２３】
　なお、支持枠体１０Ａが分岐路５の先端部分から抜け落ちてしまわないように、支持枠
体１０Ａを分岐路５に対し任意の状態に手動で固定するための手動ねじ等からなる固定手
段が設けられているが、その図示は省略されている。その固定手段による固定状態を完全
に解除すれば、支持枠体１０Ａを操作部２から取り外す（即ち、診断用処理部１０を操作
部２から取り外す）こともできる。
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【００２４】
　拡大観察手段１１は、支持枠体１０Ａ内にフォーカスされた撮像光学系１１Ａと、その
撮像光学系１１Ａの結像位置に配置された固体撮像素子１１Ｂとを備えていて、支持枠体
１０Ａ内を拡大観察することができる。ただし、拡大観察手段１１がそれ以外の構成であ
っても差し支えない。
【００２５】
　固体撮像素子１１Ｂから出力される撮像信号は、信号ケーブル１３を経由して外部のビ
デオプロセッサ（図示せず）に送られて、支持枠体１０Ａ内の拡大観察画像がモニタ（図
示せず）に表示される。
【００２６】
　染色液注入部１２は、例えば支持枠体１０Ａの側壁に形成された孔を弾力性のあるゴム
材又はスポンジ状の材料等で塞いで形成されている。ただしその中央部に、弾力的に押し
広げ自在な閉塞孔等が形成されていてもよい。その結果、染色液が入った注射器等を染色
液注入部１２に外部から突き刺して、支持枠体１０Ａ内に染色液を注入することができる
。
【００２７】
　なお、図２に（Ａ）、（Ｂ）が並んで例示されているように、拡大観察手段１１と染色
液注入部１２との位置関係は適宜に設定すればよい。具体的には、使用される生検標本採
取具のタイプ等に対応して、図２（Ａ）に示されるように拡大観察手段１１と染色液注入
部１２とを１８０°向きを変えて配置してもよく、図２（Ｂ）に示されるように９０°向
きを変えて配置してもよい。
【００２８】
　図６～図９は、上述のように構成された生検診断用内視鏡の処置具挿通チャンネル３に
生検標本採取具５０を差し込んでその先端の組織標本採取部５１に採取された組織標本１
００を病理診断する際の処理を順に示している。
【００２９】
　処置具挿通チャンネル３を経由して可撓性挿入部１の先端から体内に突き出した組織標
本採取部５１に組織標本１００が採取されたら、図６に示されるように、生検標本採取具
５０を手元側に引き戻す。
【００３０】
　ただし、組織標本採取部５１を処置具挿入口４から外部に出すことなく、処置具挿通チ
ャンネル３内から分岐路５内に直接送り込む。その結果、組織標本１００のコンタミネー
ション等の可能性が小さくなる。
【００３１】
　図７に示されるように、組織標本採取部５１を診断用処理部１０内に差し込んだら、染
色液注入部１２に外部から注射器３０等を突き刺して、組織標本１００を染色する。染色
液注入部１２が設けられている支持枠体１０Ａは診断用処理部１０の軸線周り方向に回転
自在なので、組織標本１００に対し適切な向きから染色液を注入することができる。
【００３２】
　そのようにして組織標本１００が染色されたら、図８に示されるように、組織標本１０
０を拡大観察手段１１で観察し易い位置にセットして、病理診断のための拡大観察を行う
。拡大観察手段１１が設けられている支持枠体１０Ａは診断用処理部１０の軸線方向に移
動自在なので、組織標本１００の所望の位置を観察することができる。
【００３３】
　そして、全ての病理診断処理が終わったら、図９に示されるように、操作部２から診断
用処理部１０を外すことで、組織標本１００を組織標本採取部５１からそのまま外して、
図示されていない外部容器等に移すことができる。
【００３４】
　このようにして、組織標本１００を内視鏡から取り出すことなく、組織標本１００のコ
ンタミネーション等を防止して、組織採取、染色から病理診断までの処理を迅速に行うこ
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【００３５】
　なお、本発明は生検診断用内視鏡についての発明であって、生検標本採取具５０として
はどのようなものを用いてもよいが、組織標本１００を鋭利にスライスして採取すること
ができる方式の生検標本採取具５０を採用すれば、病理診断がより向上する。
【符号の説明】
【００３６】
　１　可撓性挿入部（挿入部）
　２　操作部
　３　処置具挿通チャンネル
　４　処置具挿入口
　４ｐ　生検処置用挿入口
　４ｑ　診断処理用挿入口
　５　分岐路
　１０　診断用処理部
　１０Ａ　支持枠体
　１１　拡大観察手段
　１２　染色液注入部
　５０　生検標本採取具
　１００　組織標本

【図１】 【図２】



(7) JP 2011-36522 A 2011.2.24

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种用于活检诊断的内窥镜，该内窥镜可以防止组织
样本等的污染，并且可以非常迅速地进行处理直至病理诊断。 诊断处理
单元（10）设置在从治疗器械插入通道（3）的入口附近分支的分支路径
（5）的末端，治疗器械插入通道（3）的内部和诊断处理单元（10）从
治疗器械插入端口（4）设置。 可以将活检样本收集工具50选择性地插
入一侧，并且诊断处理部分10设置有用于放大并观察其内部的放大观察
装置11。 [选型图]图1
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